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１．現行計画の検証について 

現行計画の検証では、現行計画に記載されている施策の進捗状況を「未着手」「実施中」

「完了」の３段階に区分しています。なお「未着手」とした施策については、社会経済状況

の変化等により施策の必要性が喪失したものや、限られた財源の中では優先度が相対的に低

く、結果として計画期間内に着手できなかった場合もあることから、施策に着手していない

ことが低く評価されるものではないことに留意が必要です。 

また、現行計画に記載されている施策については、改定計画への位置づけの要否を「継

続」「見直し」「削除」に分類しています。このうち「継続」及び「見直し」に分類された

施策については、現在の進捗状況と今後の方向性を加味し、有効な施策として適宜、必要な

見直しを行い、改定計画へ反映させるものとします。 
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２．検証結果のまとめ 

（１）土地利用の方針 

①土地利用の配置方針 

取組の方針 計画期間中の取組 改定の考え方 

〇低・中層住宅を主体とする住

宅地づくり 

・ゆとりと落ち着きのある居住

環境の創出に向けて、低・中

層住宅を主体とする住宅地づ

くりを進めます。 

完了 

・井口公民館周辺地区におい

て、地域拠点としての集約

的な都市構造の構築を目的

に、店舗や事務所が建てら

れるように用途地域の変更

を行い、周辺環境に配慮し

た建築制限を設けた地区計

画を導入しました。 

継続 

・引き続き、低・中層住

宅を主体とする住宅地

づくりに取り組みま

す。 

〇未利用地の有効利用の促進 

・市街化区域内に残存する未利

用地については、土地の有効

利用を図るため、都市基盤整

備を進め、良質な宅地供給を

促進します。 

＜中村市街地内＞ 

・中村市街地内に残存する未利

用地については、適切な土地

の有効利用を促進します。 

＜井ノ口市街地内＞ 

・井ノ口市街地内の未利用地に

ついては、適切な土地利用の

誘導を促進します。 

実施中 

・産業系未利用地については

照会に対応しています。 

継続 

・未利用地の有効利用を

促進するため、より民

間との連携を進めてい

きます。 

○土地利用混在の解消と共存 

＜中村市街地＞ 

・中村市街地の住宅と工場が混

在する一部地区においては、

移転先となる産業用地の受け

皿づくりとあわせ、混在の解

消あるいは工場敷地内緑化の

促進等による共存の検討を進

めます。 

未着手 

・課題としての認識はあるも

のの、自主的な移転に頼ら

ざるを得ない状況にあり、

具体的な施策検討に至って

いません。 

継続 

・土地利用や建築物の立

地動向を把握しつつ、

用途地域の見直しを図

りながら適切な誘導を

進めます。 



3 

取組の方針 計画期間中の取組 改定の考え方 

○良好な居住環境の保全（岩井

戸土地区画整理事業地区、六

斗山地区等） 

・面的整備が完成した岩井戸土

地区画整理事業地区や良好な

住宅地環境が形成されている

六斗山地区等の住宅地は、そ

の良好な住宅地としての環境

の維持を図ります。 

＜中村・境地域＞ 

○新興住宅地の環境維持と土地

の有効利用の促進 

・面的整備事業が完了し、良質

な住宅地が形成されている新

興住宅地においては、良好な

住宅地環境の維持を図りま

す。特に、土地区画整理事業

が終了した岩井戸地区につい

ては、低層住居地区としての

良好な生活環境が形成されて

いることから、岩井戸地区地

区計画によって、今後ともそ

の良好な環境の維持・継続を

図ります。 

＜井ノ口地域＞ 

○新興住宅地の環境維持と適切

な土地利用の誘導（六斗山地

区等） 

・面整備が行われた六斗山地区

等良好な住宅地が形成されて

いる地区においては、低層住

宅地区としての良好な住宅地

環境の維持に努めます。 

 

実施中 

・岩井戸地区は第一種低層住

居専用地域と第一種住居地

域で構成されていますが、

第一種住居地域は地区計画

で工場の建築を制限し、住

宅・店舗・公共施設といっ

た住宅地に密接した建築物

のみの立地とすることで、

住環境の維持を図っていま

す。 

・六斗山地区のほか住宅が密

集している地区の大半を第

一種中高層住居専用地域に

指定し、住宅・店舗・公共

施設といった住宅地に密接

した建築物の誘導によって

住環境の維持を図っていま

す。 

継続 

・引き続き、良好な居住

環境の維持と適切な土

地利用の誘導に取り組

みます。 
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取組の方針 計画期間中の取組 改定の考え方 

○市街地環境の改善 

・狭い道路など生活基盤が不十

分なところにおいては、住宅

の建て替え時における道路幅

員の拡幅や角切の確保等を促

進し、市街地環境の改善を図

ります。 

実施中 

・道路後退用地整備事業とし

て、幅員４ｍ以下の道路に

接する敷地において、建築

行為等に伴う道路後退の用

地・物件補償・整備を実施

することで、市街地環境の

改善を図っています。 

継続 

・沿線住民の利便性の向

上や緊急車両の通行路

確保に向けて、従来の

道路後退用地整備事業

に併せ、狭あい道路整

備計画による整備を進

めるほか、必要に応

じ、街路を地区施設と

して定める地区計画を

検討します。 

○新たな住宅地の形成 

・定住人口の誘導を促進するた

め、面的整備事業の導入等に

よる新たな住宅市街地の形成

に向けた取り組みを進めま

す。 

未着手 

・人口が減少傾向にある中

で、面的整備事業などの導

入は困難な状況にありま

す。 

見直し 

・未利用地や空き家など

を有効活用しながら定

住人口の誘導に取り組

みます。 

○既存商業機能の改善（中村、

井ノ口の市街地） 

・中村、井ノ口の市街地で既存

商店が立地しているエリアに

ついては、都市基盤の改善や

交通体系の見直し等と連携さ

せながら、既存商業機能の維

持・改善を図ることにより、

日常生活における商業利便性

の確保を図ります。 

実施中 

・商工振興会への補助など産

業振興事業に取り組んでい

ます。 

継続 

・引き続き、地域の日常

生活における商業利便

性の確保に取り組みま

す。 

○沿道型商業地の誘導検討（県

道71号（秦野二宮）） 

・県道71号（秦野二宮）におい

ては、町内における商業利便

性の向上に向けて、沿道型商

業施設の立地誘導方策を検討

します。 

実施中 

・沿道の一部区間が市街化調

整区域であるため、今後の

市街化区域への編入など、

沿道土地利用に向けた検討

を進めています。 

継続 

・引き続き、市街化区域

への編入など、沿道土

地利用に向けた検討を

進めます。 
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取組の方針 計画期間中の取組 改定の考え方 

○商業機能の導入検討（町役場

周辺） 

・町役場周辺においては、中心

拠点としての拠点性を高める

とともに、町内における商業

活動の利便性を確保するた

め、買い物等の生活利便に供

する新たな商業機能の導入を

検討します。 

実施中 

・交通利便性の向上に向け

て、県道整備・開通に取り

組みました。 

・土地利用構想の検討を進め

ましたが、財政事情等によ

り一時見合わせとなってい

ます。 

継続 

・土地利用構想の検討を

再開し、策定された構

想のもとで整備や機能

誘導に取り組みます。 

○緑豊かな産業環境の保全（境

地区） 

・境地区における「グリーンテ

クなかい」の既存工業地は、

緑豊かな産業環境を保全する

とともに、新たな企業の誘致

に努めます。 

実施中 

・グリーンテクなかいにある

企業を中心に町内一斉清掃

等を行うなど、産業環境の

維持・保全に取り組んでい

ます。 

・緑豊かな産業環境を保全し

つつ、企業誘致を促進する

ため、事業用地ごとの緑地

率を緩和しました。 

継続 

・引き続き、計画的な土

地利用と併せて産業施

設の立地を誘導し、町

内での新たな雇用機会

の創出や生活環境の向

上に取り組みます。 

・グリーンテクなかいの

企業等と連携した環境

の保全に取り組みま

す。 

○緑豊かな産業環境の保全（中

村下地区） 

・中村下地区における既存工業

地は、土地利用の純化に努め

つつ、工場敷地内緑化等周辺

市街地の環境に配慮した工業

地の形成を促進します。 

実施中 

・指導要綱に基づき、500㎡

以上の開発行為には緑化推

進を、3,000㎡以上の開発

行為には、公園・緑地の設

置を指導しています。 

・工場立地法対象施設につい

ては、県条例に基づき緑地

率の指導をしています。 

継続 

・引き続き、法令等に基

づく指導に取り組みま

す。 
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取組の方針 計画期間中の取組 改定の考え方 

○新規産業地の形成（南部地区

及び諏訪地区） 

・本町の産業立地需要のポテン

シャルを活かし、南部地区及

び諏訪地区において新たな産

業用市街地の形成を目指しま

す。 

＜井ノ口地域＞ 

○南部地区、諏訪地区における

新たな産業拠点の整備促進 

・産業地として整備が予定され

ている南部地区について、事

業方策を検討し早期の事業開

始に努めます。 

○南部地区、諏訪地区における

新たな産業拠点の整備促進 

・東名高速道路秦野中井インタ

ーチェンジに近接する諏訪地

区についても、産業地として

の需要が高いことから、住宅

地、保全農地も含めた、新た

な整備地区として開発方策の

検討を行います。 

実施中 

・南部地区については2034年

度までメガソーラー事業地

として使用されることとな

っています。 

・諏訪地区については、令和

５年度末の市街化編入に向

けて協議を進めています。 

継続 

・南部地区は、メガソー

ラー事業終了後の土地

利用に向けて、事業方

策の検討に取り組みま

す。 

・諏訪地区については協

議の経過を踏まえて、

方向性を検討していき

ます。 

○集落地における生活環境の改

善 

・市街化調整区域に点在する集

落については、農業政策と調

整しつつ、集落の状況を踏ま

えながら、秩序ある土地利用

の誘導に向けた取り組みや道

路・排水等基盤施設の整備・

改善など、集落環境の改善を

進めます。 

実施中 

・集落環境の改善に向けて、

町道（生活道路）及び農道

（幹線・支線）の整備を進

めました。 

・下水道接続、合併処理浄化

槽への転換の促進に取り組

みました。 

継続 

・人口減少とともに、集

落コミュニティの維持

が困難になりつつある

ため、その維持に必要

なインフラ整備に取り

組みます。 

・公共下水道への接続の

促進に注力するととも

に、合併処理浄化槽へ

の転換を促進するため

の転換補助金などの見

直しに取り組みます。 
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取組の方針 計画期間中の取組 改定の考え方 

＜中村・境地域＞ 

○集落の生活環境の改善による

地域の活性化（境コミュニテ

ィセンター周辺） 

・境コミュニティセンター周辺

は、整序誘導区域の指定によ

る地区計画の導入を検討し、

優良農地の保全と集落におけ

る生活環境の改善を誘導し、

地域の活性化を進めます。 

実施中 

・開発等の行為に対して、ま

とまりのある農地は農地法

のもとで保全しています。 

・集落環境の改善に向けて、

合併処理浄化槽への転換の

促進に取り組みました。 

見直し 

・豊かな自然を活かしつ

つ、地域の活性化を図

るため、民泊や農家レ

ストランなどの時代の

ニーズにあった活性化

策を検討します。 

継続 

・合併処理浄化槽への転

換を促進するための転

換補助金などの見直し

に取り組みます。 

＜井ノ口地域＞ 

○集落環境の改善と優良農地の

保全（遠藤原地区） 

・遠藤原地区の農地について

は、農業基盤の拡充のため、

引き続き井ノ口東農道の整備

を促進し、集落環境の改善と

農地の保全に努めます。 

実施中 

・開発等の行為に対して、ま

とまりのある農地は農地法

のもとで保全しています。 

・集落環境の改善に向けて、

合併処理浄化槽への転換の

促進に取り組みました。 

・井ノ口東農道は令和４年度

事業完了を目指して事業を

進めています。 

継続 

・引き続き、集落環境の

改善、農地の保全とと

もに、事業完了後の井

ノ口東農道の機能を最

大限に発揮させるため

支線農道の整備に取り

組みます。 

・合併処理浄化槽への転

換を促進するための転

換補助金などの見直し

に取り組みます。 
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取組の方針 計画期間中の取組 改定の考え方 

○農地の保全・活用 

・首都圏に位置する本町の地理

的条件を活かした都市近郊型

農業の展開を図るため、農用

地区域をはじめとする優良な

農地を保全するとともに、遊

休農地等を活用した観光・交

流型農業の展開など農地の多

目的な活用について検討を進

めます。 

＜中村・境地域＞ 

○都市近郊型・環境保全型農業

の展開 

・東京都心に近接する立地条件

を活かし、食の安全・安心が

確保できる都市近郊型・環境

保全型農業の推進を図るた

め、優良農地の保全を推進し

ます。 

＜中村・境地域、井ノ口地域＞ 

○農地の多目的な利活用 

・遊休農地を活用した観光・交

流型農業の展開、市民農園と

しての活用など、農地の有効

利用と集落の活性化に努めま

す。 

実施中 

・現在も優良な農地の保全や

遊休農地の活用などを進め

ているが、農地の荒廃化の

スピードが早く、保全が難

しくなりつつあります。 

・観光・交流型農業の展開に

ついては、民間企業との連

携を検討しています。 

 

見直し 

・第６次総合計画に基づ

き、農地の保全・有効

活用、人材の育成・支

援、観光・交流資源と

しての活用など地域の

特色を生かした農業振

興を図ります。 

 

○自然環境の保全と回復 

・将来にわたってこれらの緑地

の保全を図るため、法適用を

含めた保全策について検討を

進めます。 

実施中 

・農地法や森林法のもとで、

緑地としての森林や農地の

保全に取り組んでいます。 

・水源の森林づくり事業とし

て森林づくりに取り組んで

います。 

継続 

・引き続き、農地法や森

林法のもとで、保全に

取り組みます。 

・森林環境譲与税譲与金

を活用した取り組みを

検討します。 
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取組の方針 計画期間中の取組 改定の考え方 

○自然環境の保全と回復（砂利

採取場跡地） 

・砂利採取場跡地については、

緑の回復を図るとともに、地

権者、地域住民等を含む様々

な立場の関係者からなる協議

会等を設置し、跡地利用の方

策等についても検討していき

ます。 

実施中 

・砂利採取地対策協議会を設

置し、利用方策を検討しま

したが、現在は休止してい

ます。 

見直し 

・都市的な跡地利用はで

きないことから、農

地・山林への復元を基

本とした跡地対策を検

討します。 

・一部区域で農地復元事

業の施行を予定してい

ます。 

○中心拠点の形成（町役場周辺

地区） 

・町の将来の発展に向けて、町

役場周辺地区は、中心拠点と

しての機能強化を目指しま

す。現在、町役場周辺には、

公共公益性の高い施設が立地

しています。これらの公共・

業務機能に加え、都市として

の魅力と利便性を向上させ、

中心拠点としての拠点性を高

めるため、居住機能、商業機

能等複合的な都市機能の導入

に向けて、多角的な方向から

検討を進めます。 

実施中 

・土地利用構想の検討を進め

ましたが、財政事情等によ

り一時見合わせとなってい

ます。 

見直し 

・土地利用構想の検討を

再開し、策定された構

想のもとで整備や機能

誘導に取り組みます。 

○神戸地区 

・定住人口の誘導を図るため、

井ノ口市街地内の神戸地区に

おいて、面的整備手法の導入

を前提とした新たな市街地整

備の検討を進めます。 

＜井ノ口地域＞ 

○井ノ口市街地の未利用地の有

効利用 

・井ノ口市街地内の神戸地区

は、地域の合意形成を図りな

がら、面的整備事業の導入を

検討し、基盤整備をともなっ

た市街地として、有効利用を

促進します。 

未着手 

・地権者等による宅地開発に

合わせて道路の拡幅工事等

を実施し、居住環境の整備

を図っています。 

継続 

・第６次総合計画におい

ても定住人口の増加施

策として神戸地区の市

街地整備が位置付けら

れていることから、面

的整備の導入手法の検

討に取り組みます。 
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取組の方針 計画期間中の取組 改定の考え方 

○新たな住宅市街地の整備（上

井ノ口地区、下井ノ口地区） 

・上井ノ口地区及び下井ノ口地

区においては、既存工業団地

や新たな産業用地の就業者に

職住近接の居住環境を提供す

るなど、本町への定住人口の

誘導を図る観点から、低・中

層住宅を主体とする住居系市

街地の形成に向けた検討を進

めます。 

＜井ノ口地域＞ 

○上井ノ口、下井ノ口地区の住

居系を中心とする新たな市街

地の形成 

・県道71号（秦野二宮）沿いの

上井ノ口、下井ノ口地区にお

いては、定住人口の誘導を図

るため、住居系を中心とする

新たな市街地の形成を検討し

ます。なお、新たな市街地の

形成にあたっては、周辺の緑

と調和した良好な市街地形成

を目指します。 

未着手 

・人口が減少傾向にある中

で、住居系市街地の形成は

困難な状況にあります。 

見直し 

・上井ノ口地区の東側は

県道71号と既存市街化

区域に挟まれているた

め、住居系市街地の形

成に取り組んでいきま

す。 

○新たな住宅市街地の整備（諏

訪地区（一部）） 

・諏訪地区では、流通・工業系

の産業用地を中心としなが

ら、（仮称）湘南丘陵幹線の

南側において、既存の市街地

との連たん性を考慮し、住宅

系市街地としての整備を検討

します。 

実施中 

・産業系市街地形成を目的と

した土地区画整理事業と土

地改良事業の事業化を目指

して県と協議を進めていま

す。 

継続 

・（仮称）湘南丘陵幹線

の整備に関わらず、既

存の市街地との連たん

性を考慮し、既存市街

地の住居環境に配慮し

た地区計画を定めるこ

とで新たな市街地の形

成に取り組みます。 

○産業拠点の形成（南部地区） 

・南部地区においては、地域雇

用の促進や地域振興を目指し

た新たな産業拠点の形成を目

指します。 

実施中 

・南部地区については2034年

度までメガソーラー事業地

として使用されることとな

っています。 

継続 

・南部地区は、メガソー

ラー事業終了後の土地

利用に向けて、事業方

策の検討に取り組みま

す。 
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取組の方針 計画期間中の取組 改定の考え方 

○産業拠点の形成（諏訪地区） 

・諏訪地区においては、隣接す

る「グリーンテクなかい」や

東名高速道路秦野中井インタ

ーチェンジを活用した流通・

工業系を中心とした新たな産

業拠点の形成に向けた取り組

みを、地域住民と行政が協力

しながら進めます。 

実施中 

・地権者による土地区画整理

準備組合が主体となって事

業認可に向けて取り組むと

ともに、行政（秦野市・中

井町）が市街化編入に向け

ての都市計画協議を進めて

います。 

継続 

・協議の経過を踏まえ

て、方向性を検討して

いきます。 
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（２）交通体系の整備の方針 

①道路の整備方針 

取組の方針 計画期間中の取組 改定の考え方 

〇厚木秦野道路（国道246号

バイパス） 

・都市計画決定がされている

厚木秦野道路（国道246号

バイパス）は、東京都心ま

でつながる広域幹線道路で

あり、本町の広域交通条件

の優位性を高める上で重要

な幹線道路であることか

ら、引き続き関係機関に対

し早期整備を要望していき

ます。 

実施中 

・平成30年より建設促進協

議会に加入し要望活動を

行っています。 

継続 

・引き続き、未事業化区間

の事業化と早期全線開通

を働きかけます。 

〇幹線道路の整備 

・都市骨格軸としての整備改

良を進めます。 

  

＜県道71号（秦野二宮）＞ 

・機能維持、向上 

実施中 

 

継続 

・機能維持を図るため、予

防保全工事に継続的に取

り組みます。 

＜砂口南が丘線＞ 

・機能維持、向上 

実施中 

 

継続 

・機能維持を図るため、予

防保全工事に継続的に取

り組みます。 

＜県道77号（平塚松田）＞ 

・県への整備要望（一部未整

備） 

実施中 

・井ノ口交差点西側歩道整

備工事に取り組みまし

た。 

・井ノ口交差点東側歩道整

備の詳細設計を進めてい

ます。 

継続 

・井ノ口交差点から上中橋

までの間の歩道設置を要

望します。 

・機能維持を図るため、予

防保全工事に継続的に取

り組みます。 

＜県道709号(中井羽根尾)＞ 

・機能維持 

 

実施中 

 

継続 

・機能維持を図るため、予

防保全工事に継続的に取

り組みます。 
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取組の方針 計画期間中の取組 改定の考え方 

＜中村・境地域＞ 

○県道77号（平塚松田）、県

道709号（中井羽根尾） 

・周辺市町と連絡する県道77

号（平塚松田）、県道709

号（中井羽根尾）は、安

全・安心で誰もが利用しや

すい良好な道路環境の向上

に努めます。 

実施中 

・県道77号は、井ノ口交差

点西側歩道整備工事に取

り組みました。また、井

ノ口交差点東側歩道整備

の詳細設計を進めていま

す。 

継続 

・県道77号は、井ノ口交差

点から上中橋までの間の

歩道設置を要望します。 

・機能維持を図るため、予

防保全工事に継続的に取

り組みます。 

○（仮称）渋沢中井線（一部

境平沢線） 

・計画の検討 

実施中 

 

継続 

・機能維持を図るため、予

防保全工事に継続的に取

り組みます。 

＜中村・境地域＞ 

○（仮称）渋沢中井線 

・整備が予定されている厚木

秦野道路（国道246号バイ

パス）のインターチェンジ

にアクセスする（仮称）渋

沢中井線の整備について、

引き続き検討を進めます。 

実施中 

 

継続 

・機能維持を図るため、予

防保全工事に継続的に取

り組みます。 

＜（仮称）湘南丘陵幹線＞ 

・計画の検討 

実施中 

・平塚市と共同で秦野中井

インター・平塚アクセス

道路事業化促進協議会を

設置し、早期事業化に向

けて協議及び県への要望

活動を実施しています。 

継続 

・「みちづくり計画」の改

定が予定されているた

め、事業化への課題、対

応策について調査を進め

ます。 

＜井ノ口地域＞ 

○（仮称）湘南丘陵幹線） 

・諏訪地区における整備との

整合を図りながら、平塚方

面に連絡する（仮称）湘南

丘陵幹線の整備について、

関係市との調整を進めま

す。 

実施中 

・平塚市と共同で秦野中井

インター・平塚アクセス

道路事業化促進協議会を

設置し、早期事業化に向

けて協議及び県への要望

活動を実施しています。 

継続 

・「みちづくり計画」の改

定が予定されているた

め、事業化への課題、対

応策について調査を進め

ます。 
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取組の方針 計画期間中の取組 改定の考え方 

＜インター境線＞ 

・機能維持（整備済） 

実施中 

 

継続 

・機能維持を図るため、予

防保全工事に継続的に取

り組みます。 

＜五分一幹線（一部区間）＞ 

・機能維持、改良 

実施中 

 

継続 

・道路改良工事に向けて、

路線測量・地質調査・詳

細設計の検討を進めま

す。 

＜藤沢小竹線（一部区間）＞ 

・機能維持 

実施中 

 

継続 

・機能維持を図るため、予

防保全工事に継続的に取

り組みます。 

＜藤沢小竹線（一部区間）＞ 

・機能維持 

実施中 

・道路整備に必要な予備設

計に着手しました。 

・並行する藤沢川河川改修

予備設計に着手しまし

た。 

継続 

・道路改良に取り組みま

す。 

＜（藤沢小竹線、境幹線、

（仮称）中井中央公園線）＞ 

・集落間、地域拠点の連絡道

路である藤沢小竹線、境幹

線は、道路環境の維持・改

良に努めるとともに、（仮

称）中井中央公園線の延伸

についても検討を進めま

す。 

実施中 

・藤沢小竹線の一部区間に

おいて、道路整備に必要

な予備設計、並行する藤

沢川河川改修予備設計に

着手しました。 

継続 

・藤沢小竹線の一部区間

は、道路改良に取り組み

ます。 

・その他の路線は、機能維

持を図るため、予防保全

工事に継続的に取り組み

ます。 

＜境平沢線（一部区間）＞ 

・機能維持 

実施中 

 

継続 

・機能維持を図るため、予

防保全工事に継続的に取

り組みます。 

＜広域農道（やまゆりライ

ン）＞ 

・機能維持 

実施中 

 

継続 

・機能維持を図るため、予

防保全工事に継続的に取

り組みます。 
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取組の方針 計画期間中の取組 改定の考え方 

＜（仮称）中井中央公園線＞ 

・延伸の検討 

実施中 

 

継続 

・引き続き、延伸の必要性

や妥当性などの検討を進

めます。 

＜藤沢小竹線、境幹線、（仮

称）中井中央公園線＞ 

・集落間、地域拠点の連絡道

路である藤沢小竹線、境幹

線は、道路環境の維持・改

良に努めるとともに、（仮

称）中井中央公園線の延伸

についても検討を進めま

す。 

実施中 

 

継続 

・機能維持を図るため、予

防保全工事に継続的に取

り組みます。 

・（仮称）中井中央公園線

は、引き続き、延伸の必

要性や妥当性などの検討

を進めます。 

〇地域内幹線道路の整備 

・市街地整備等と連携を図り

つつ、整備・改良を進めま

す。 

  

＜半分形幹線＞ 

・機能維持 

実施中 

 

継続 

・機能維持を図るため、予

防保全工事に継続的に取

り組みます。 

＜遠藤原幹線＞ 

・機能維持 

実施中 

 

継続 

・機能維持を図るため、予

防保全工事に継続的に取

り組みます。 

＜境幹線＞ 

・機能維持 

実施中 

 

継続 

・機能維持を図るため、予

防保全工事に継続的に取

り組みます。 

＜井ノ口東農道＞ 

・県への整備要望 

実施中 

・令和４年度の事業完了を

目指して事業を進めてい

ます。 

継続 

・機能維持を図るため、予

防保全工事に継続的に取

り組みます。 
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取組の方針 計画期間中の取組 改定の考え方 

〇狭い道路の解消 

・未利用地の宅地化の促進及

び市街地環境の改善を図る

ため、狭い道路の拡幅等、

生活道路の改善を推進しま

す。 

<中村・境地域、井ノ口地域> 

・緊急車両の通行が困難な狭

い道路については、住宅の

建て替えにあわせ、道路幅

員の拡幅や角切の確保等を

促進します。 

実施中 

・道路後退用地整備事業とし

て、幅員４ｍ以下の道路に

接する敷地において、建築

行為等に伴う道路後退の用

地・物件補償・整備を実施

することで、市街地環境の

改善を図っています。 

継続 

・沿線住民の利便性の向上

や緊急車両の通行路確保

に向けて、従来の道路後

退用地整備事業に併せ狭

あい道路整備計画による

整備を進めるほか、必要

に応じ、街路を地区施設

として定める地区計画を

検討します。 

〇誰もが利用しやすい快適な

道づくり 

・道路整備にあたっては、歩

道の確保、段差解消、沿道

の緑化や花木の植栽及び防

犯灯の設置等安全で快適な

道づくりに努めます。特

に、今後、高齢者の増加等

を考慮した歩道のバリアフ

リー化を進めます。 

未着手 

 

見直し 

・道路環境の改善は考慮し

つつ、原則的に機能維持

を図るための予防保全工

事に取り組みます。 

〇交通規制の見直し検討 

・生活道路への通過車両の流

入や大型車両等の進入を排

除するため、関係機関と協

力しながら、交通規制の見

直しについて検討を進めま

す。 

<中村・境地域> 

・市街地内道路の粉塵の原因

となっている砂利運搬車や

大型車両の生活道路への進

入を排除するため、関係機

関と協議しながら、交通規

制の見直しについて検討を

行います。 

実施中 

・交通安全対策事業として、

住民から要望があった場合

は現地を確認し、警察へ交

通規制の依頼等を行ってい

ます。 

・啓発看板を設置するなど交

通安全対策を行っていま

す。 

・大型車両の通行する道路の

パトロールとして、防災安

全専門員による、パトロー

ルを月に１回実施していま

す。 

継続 

・引き続き、必要に応じて

警察へ交通規制の依頼等

を行っていきます 

・引き続き、防災安全専門

員によるパトロールを実

施します。 
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取組の方針 計画期間中の取組 改定の考え方 

〇中井パーキングエリアの活

用検討 

・東名高速道路中井パーキン

グエリアについては、地域

の活性化に繋がる地域固有

の資源として、施設の有効

活用方策について調査・検

討を進めます。 

<中村・境地域> 

・中井パーキングエリアへの

高速道路外からのアクセス

道路の整備を検討するとと

もに、パーキングエリアを

活かし、地域の特産物・農

産物の販売を行う「道の

駅」等、地域の活性化につ

ながる活用方法について調

査・検討を行います。 

未着手 

・現時点で具体的な取り組み

は行っていません。 

継続 

・PA隣接地の活用など、引

き続き、地域の活性化に

向けた活用方策について

調査・検討を進めます。 
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②公共交通の整備方針 

取組の方針 計画期間中の取組 改定の考え方 

〇路線バスの維持及び利便性

の向上 

・路線バスの維持と利便性の

向上に向け、バス事業者と

協力しながら、路線、運行

本数の見直しについて検討

を進めます。また、新たな

運行形態としてデマンド形

式によるバスの運行や、企

業等と連携した企業バスの

有効利用方策等、新たなバ

スの運行形態についても調

査、研究を進めます。 

<中村・境地域、井ノ口地域> 

・高齢化の進展にともない、

公共交通機関の重要性が増

すことが予想されるため、

町役場周辺の中心拠点整備

にあわせたバスターミナル

の整備や運行経路・運行本

数の改善について、バス事

業者等との検討を継続しま

す。 

・デマンド形式によるバスの

運行や企業と連携した企業

バスの有効利用方策等の新

たな運行形態についても検

討していきます。 

実施中 

・生活交通維持対策事業とし

て、地域公共交通会議にお

いて、地域住民の生活に必

要な旅客輸送の確保その他

旅客の利便の増進に必要と

なる事項の協議等を実施し

ました。 

・生活交通維持対策負担金と

して、境震生湖線朝夕１便

ずつのバス路線維持を行っ

ています。 

・交通事業者との意見交換等

を行い、生活交通の維持及

び向上に努めています。 

・オンデマンドバスを運行し

ています。 

継続 

・町民の生活の足である、

地域公共交通の安定的な

提供及び利便性の向上の

ため、引き続き地域公共

交通会議において協議検

討を行うとともに、バス

事業者と協力し、調査研

究を進めます。 

・町役場周辺の中心拠点整

備にあわせたバスターミ

ナルの整備や運行経路・

運行本数の改善につい

て、バス事業者等との検

討を継続します。 

 

〇路線バスの維持及び利便性

の向上 

・バス停については、ユニバ

ーサルデザインに配慮した

改善や駐輪・駐車場の設置

等、機能の向上を図りま

す。 

実施中 

・猪分バス停の環境改善に取

り組んでいます。 

見直し 

・危険なバス停について

は、安全性を高めるため

の環境改善を図ります。 
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取組の方針 計画期間中の取組 改定の考え方 

〇新たな公共交通システムの

導入の検討 

・定住人口の誘導をはじめと

し、都市づくりの目標を実

現するための新規都市機能

として、ＬＲＴ（利便性を

高めた路面電車システム）

等、新たな公共交通システ

ムの導入について調査・研

究を周辺市町と協力し進め

ます。 

未着手 

〇現行の地域公共交通での利

便性の向上に向けた取組は

実施していますが、新規都

市機能としての公共交通シ

ステムについては、費用対

効果等を勘案すると着手は

難しい状況です。 

見直し 

・少子高齢化等を伴う人口

減少などの社会動向、新

たな技術の開発状況に注

視しつつ、必要に応じて

検討していきます。 
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（３）公園・緑地の整備・保全の方針 

①公園・緑地の整備方針 

取組の方針 計画期間中の取組 改定の考え方 

○都市基幹公園の整備（中井

中央公園） 

・中井中央公園は、町のスポ

ーツ・レクリエーションの

拠点となる公園であること

から、子どもからお年寄り

まで誰もが楽しむことので

きる環境を維持するととも

に、災害時の広域避難場所

として、防災機能の強化を

図ります。 

＜中村・境地域＞ 

○公園の機能維持・強化と新

たな街区公園の配置・整備

（中井中央公園） 

・中井中央公園は、町の中心

的な公園であり、今後も町

内外の利用者が見込まれる

ことから、現状の施設環境

の維持に努めるとともに、

防災機能を有する公園とし

て機能強化を図ります。 

実施中 

・「なかい里都まちCAFE」を

整備し、地域の交流拠点と

して活用されています。 

・指定管理者を導入して、施

設管理・運営の効率化、活

性化を図っています。 

・公園施設長寿命化計画を策

定し、計画的な施設更新を

実施しています。 

継続 

・スポーツ・レクリエーシ

ョンの拠点であり、町内

外の誰をも結ぶ交流拠点

としての活用を図ってい

くことにより、交流人口

の増加を目指します。 



21 

取組の方針 計画期間中の取組 改定の考え方 

○住区基幹公園の配置・整備

（境グリーンテクパーク、

大的公園） 

・境グリーンテクパーク（蛍

公園を含む）、大的公園

は、地区の基幹となる公園

であることから、今後とも

公園機能の適切な維持と利

用促進を図ります。 

＜井ノ口地域＞ 

○公園の機能維持・強化と新

たな街区公園の配置・整備

（境グリーンテクパーク、

大的公園） 

・境グリーンテクパーク、大

的公園については、地域の

基幹公園として活用するた

め、利用者の利便に供する

必要な施設整備と維持を行

います。 

実施中 

・境グリーンテクパークの

グラウンドは有料施設と

して団体貸し出しをして

います。 

・両公園とも施設や樹木の

管理を定期的に実施して

います。 

継続 

・境グリーンテクパークは

災害時の応急仮設住宅設

置候補地となっており、

県と事前対策の調整を進

めます。 

・大的公園は地域の一時的

な避難場所として活用し

ます。 
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取組の方針 計画期間中の取組 改定の考え方 

〇住区基幹公園の配置・整備 

・生活に最も身近な小規模公

園（街区公園）について

は、都市基盤の整備・改善

と連携しつつ、誘致距離等

を考慮した配置・整備に努

めます。 

＜中村・境地域＞ 

○公園の機能維持・強化と新

たな街区公園の配置・整備

（中村市街地） 

・中村市街地においては、誘

致距離等を考慮した新たな

街区公園の配置・整備を検

討します。 

＜井ノ口地域＞ 

○公園の機能維持・強化と新

たな街区公園の配置・整備

(南部地区、井ノ口市街地) 

・南部地区の開発にあわせ、

周辺の緑地を活かした新た

な公園を整備するととも

に、井ノ口市街地や新たな

市街地においては、誘致距

離等を考慮した新たな街区

公園の配置・整備を検討し

ます。 

完了 

・中村上地区においてゲート

ボール場跡地を地元要望に

より公園整備しました。 

・南部地区のメガソーラー開

発に合わせて、駐車場、東

屋、トイレ、外周散策路等

を整備しました。 

 

見直し 

・今後は既設公園の維持管

理に重点を置いた取り組

みを進めます。 
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取組の方針 計画期間中の取組 改定の考え方 

〇特性を活かした個性ある公

園の整備 

・既存の厳島湿生公園、五所

八幡宮の周辺は、地域が育

んできた歴史や文化を活か

した個性ある公園として、

保全・整備を図り、公園機

能の適切な維持と利用促進

に努めます。 

＜中村・境地域＞ 

〇五所八幡宮周辺・震生湖周

辺の公園機能の維持 

・五所八幡宮周辺・震生湖周

辺は、地域の歴史的・自然

的資源であることから、こ

れらの歴史的・自然的特色

を活かした公園として機能

維持を図ります。 

＜井ノ口地域＞ 

○公園の機能維持・強化と新

たな街区公園の配置・整備

（厳島湿生公園） 

・厳島湿生公園は、地域の自

然環境を活かした公園とな

っており、町内外からの多

数の利用者も見受けられる

ことから、現状の公園機能

の維持に努めるとともに、

周辺を含めた整備拡張につ

いて検討を進めます。 

実施中 

・厳島湿生公園は、老朽化し

た木道の架け替えなど、適

正な維持管理を実施してい

ます。 

・震生湖の国登録記念物指定

に取り組みました。 

・町内全域を対象に生態系調

査を実施し、平成29年度に

副読本を作成しました。 

見直し 

・公園の整備ではなく、自

然環境、緑地、歴史的資

源など、地域資源として

位置付けた保全に取り組

みます。 

継続 

・町内の動植物の分布状

況、生息状況の変化など

を確認するため定期的に

調査を実施していきま

す。 
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取組の方針 計画期間中の取組 改定の考え方 

〇特性を活かした個性ある公

園の整備（震生湖周辺） 

・震生湖周辺は、恵まれた自

然環境を活かし、自然との

触れ合いが可能な場とし

て、保全・整備を進めま

す。なお、震生湖周辺の整

備にあたっては、隣接する

秦野市の整備計画と調整し

ながら進めます。 

実施中 

・秦野市と連携し震生湖畔の

一部を周遊できる散策路が

整備済みです。今後、更に

利便性の向上を図る整備を

予定しています。 

継続 

・引き続き、整備に取り組

みます。 

○都市緑地の整備（境、関ノ

上及び南部地区開発地区

内） 

・良好な緑地の保全を図るた

め、境、関ノ上及び南部地

区開発地区内の緑地におい

て、都市緑地の指定を検討

していきます。 

＜井ノ口地域＞ 

〇南部地区の開発にともなう

緑地の確保 

・新たな産業地として開発を

予定する南部地区について

は、周辺環境と整合を図っ

た緑地の配置を検討しま

す。 

未着手 

・具体的な取り組みは実施し

ていません。 

見直し 

・新たな産業開発地として

の緑地保全は必要です

が、都市緑地の指定によ

らない保全策を検討しま

す。 

・南部地区はしばらく産業

地とはならないため方針

を見直します。 

○緑の拠点とネットワークの

形成（中村川、藤沢川及び

葛川等） 

・中村川、藤沢川及び葛川等

の河川と幹線道路等の沿道

緑化によって、中井中央公

園をはじめとする各都市公

園を連携させることによ

り、緑のネットワークの形

成を図ります。 

未着手 

・具体的な取り組みは実施し

ていません。 

見直し 

・川の風景や遊歩道の整備

など、河川に親しむ環境

づくりに取り組みます。 



25 

取組の方針 計画期間中の取組 改定の考え方 

○河川沿いの緑道等の整備

（中村川、藤沢川） 

・中村川、藤沢川は、身近に

水と親しむことのできる空

間を創出するなど河川の親

水化と緑道等の整備を検討

します。 

＜中村・境地域＞ 

○河川環境の整備（中村川、

藤沢川） 

・中村川と藤沢川は、身近に

水と親しむことのできる空

間を創出するなど河川の親

水化と緑道等の整備を検討

します。 

未着手 

・具体的な取り組みは実施し

ていません。 

見直し 

・川の風景や遊歩道の整備

など、河川に親しむ環境

づくりに取り組みます。 

〇その他の緑の拠点・ネット

ワークの整備 

・本町の緑豊かな自然や歴

史・文化を身近に感じるこ

とができるよう、史跡や名

所をめぐる散策コース、ハ

イキングコースの充実に努

め、自然学習、地域交流の

場として活用を検討しま

す。 

実施中 

・健康づくりにウォーキング

を推進する際、健康づくり

コースのほか、町内の公園

や史跡、眺望ポイントなど

も既存のマップなどを活用

しています。 

・ウォーキンググループの継

続的な活動を支援する過程

で、コース選定に際し、安

全面と合わせ、ウォーキン

グコースや町内施設等の活

用も助言しています。 

・健康づくりコースやウォー

キング活動などを広報やチ

ラシ、講習会を通じて周知

しています。 

・観光事業として、散策コー

スの紹介や看板等の修繕、

休憩所の維持管理を実施し

ています。 

・町内の文化財をめぐるウォ

ーキングイベントを実施し

ました。 

継続 

・健康増進計画に基づく、

町民の健康維持増進に対

する取り組みを今後も継

続して支援していく過程

で、町内の既存施設やウ

ォーキングコースなどの

活用も推進していきま

す。 

・悪天候時以外は毎年実施

し、参加者数も増加傾向

であることから、今後も

コースやガイド、募集人

員を工夫し継続していき

ます。 
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取組の方針 計画期間中の取組 改定の考え方 

＜中村・境地域＞ 

〇緑の拠点とネットワークの

形成 

・中井中央公園、五所八幡宮

周辺及び震生湖周辺等の拠

点的な緑と、道路の沿道緑

化や河川沿いの緑により緑

のネットワークを形成さ

せ、散策・ハイキングコー

ス等に利用出来るように整

備を図ります。 

実施中 

・H18年度に設定した中央公

園を中心とした健康づくり

コースおよびその周辺施設

等を活用したウォーキング

活動を推進するため、講習

会の開催やウォーキンググ

ループの活動を支援してい

ます。 

・観光事業として、散策コー

スの紹介や看板等の修繕、

休憩所の維持管理を実施し

ています。 

継続 

・健康増進計画に基づく、

町民の健康維持増進に対

する取り組みを今後も継

続して支援していく過程

で、町内の既存施設やウ

ォーキングコースなどの

活用も推進していきま

す。 

・悪天候時以外は毎年実施

し、参加者数も増加傾向

であることから、今後も

コースやガイド、募集人

員を工夫し継続していき

ます。 

＜井ノ口地域＞ 

〇緑の拠点とネットワークの

形成 

・厳島湿生公園、境グリーン

テクパーク、大的公園等の

拠点的な緑と、「グリーン

テクなかい」内の幹線道路

や県道71号（秦野二宮）の

沿道緑化、葛川等の河川沿

いの緑を活用し、緑のネッ

トワークを形成させ、散

策・ハイキングコース等に

利用出来るように整備を図

ります。 

完了 

・厳島湿生公園周辺の葛川沿

い、南部地区メガソーラー

外周の散策路の整備・維持

管理を実施しています。 

継続 

・引き続き、散策・ハイキ

ングコース等に利用出来

るように整備を図りま

す。 
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②緑の保全・活用及び育成方針 

取組の方針 計画期間中の取組 改定の考え方 

○緑地の保全・活用 

・中村・境地域と井ノ口地域

の間に位置し南北に連なる

帯状の緑は、次世代に引き

継ぐべき貴重な財産とし

て、適切に保全するため、

自然環境保全地域等法制度

の活用を検討します。ま

た、「ふれあいと交流の里

づくり事業」等を通じ、地

域住民の交流拡大の場とし

て活用を図ります。 

＜中村・境地域＞ 

〇骨格となる緑地の保全 

・井ノ口地域との間に連なる

帯状の緑地は、緑の骨格軸

を形成するものであり、都

市緑地の指定等法的制度の

活用により、恒久的な緑地

保全を図ります。また、

「ふれあいと交流の里づく

り事業」等を通じた地域住

民の交流拡大の場として活

用を図ります。 

＜井ノ口地域＞ 

〇骨格となる緑地の保全 

・中村・境地域との間に連な

る帯状の緑地は、緑の骨格

軸を形成するものであり、

都市緑地の指定等法的制度

の活用により、恒久的な緑

地保全を図ります。 

未着手 

・具体的な取り組みは実施し

ていません。 

継続 

・「ふれあいと交流の里づ

くり事業」の活動は現在

活動を行っていません

が、引き続き、地下水か

ん養のための水源林とし

ての保全に取り組みま

す。 

〇農地の保全・活用 

・農業経営の法人化、東京都

心への近接性を活かした近

郊型農業への転換及び農道

など生産基盤の整備を通じ

た優良農地の保全等によ

実施中 

・半分形、比奈窪地内におい

て土地改良施設整備を実施

しています。 

・遠藤原地内で生産基盤の整

備を進めています。 

継続 

・農地の多面的な機能・役

割に鑑み、引き続き圃場

整備など土地改良施設の

整備に取り組みます。 
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取組の方針 計画期間中の取組 改定の考え方 

り、農業生産性の向上を図

ります。 

・農地の一部については、都

市住民が土と親しみ、地域

との交流を深める場となる

よう、観光・交流型農業の

展開を図ります。 

・農産物収穫体験を実施して

います。 

・引き続き、農産物収穫体

験を実施します。 

○市街地の緑化 

・道路や公共施設における緑

化を推進するとともに、住

宅地における生垣化や工場

敷地内緑化を促進し、行

政、町民、企業が協力し、

市街地における緑の育成を

進めます。 

・花いっぱい運動を継続する

とともに、自治会等が公共

施設の緑地の里親となって

清掃等を行うアドプト制度

の導入により、地域と行政

の協働による緑化の推進を

図ります。 

＜中村・境地域＞ 

〇市街地内の緑化の推進 

・中村市街地の緑の育成を図

るため、道路等公共施設の

緑化を推進するとともに、

花いっぱい運動の推進、工

場敷地内緑化の促進など、

行政、町民、企業が協力で

きる体制を整え、市街地内

の緑化に努めます。 

＜井ノ口地域＞ 

〇市街地内の緑化の推進 

・公共施設の緑地の維持を図

るため、住民が緑の里親と

なるアドプト制度の導入に

ついて検討を行います。 

実施中 

・工場立地法対象施設につい

ては、県条例に基づき緑地

率の指導をしています。 

・公園の清掃や草刈りの日常

的な管理と町内一斉清掃時

に道路、河川の清掃や草刈

りを自治会の協力を得て実

施しています。 

・花いっぱい促進運動として

ベコニア、パンジー等の植

栽を中井町内17か所10団体

の協力を得て実施していま

す。 

継続 

・工場敷地内においては、

引き続き、県条例に基づ

く指導を進めます。 

・引き続き、住民や企業等

の協力を得て、市街地に

おける緑の育成を進めま

す。 
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取組の方針 計画期間中の取組 改定の考え方 

○緑の回復 

・砂利採取場跡地について

は、跡地利用に関する協議

会等での検討を通じ、良好

な緑の回復を図ります。 

＜中村・境地域＞ 

〇砂利採取場跡地の緑の回復 

・砂利採取場跡地について

は、跡地利用に関する協議

会等での検討を通じ、良好

な緑の回復を図ります。 

実施中 

・砂利採取地対策協議会を設

置し、利用方策を検討しま

したが、現在は休止してい

ます。 

見直し 

・都市的な跡地利用はでき

ないことから、農地・山

林への復元を基本とした

跡地対策を検討します。 

・一部区域で農地復元事業

の施行を予定していま

す。 
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（４）その他都市施設の整備の方針 

取組の方針 計画期間中の取組 改定の考え方 

〇公共下水道事業の推進 

・酒匂川流域関連中井公共下

水道事業計画に基づき、市

街化区域に隣接する計画区

域について、適宜、整備を

進めます。なお、下水道整

備済区域においては、接続

率の向上に努めます。 

実施中 

・整備は平成29年度でほぼ完

了しており、現在、下水道

接続の促進に取り組んでい

ます。 

継続 

・市街化区域に隣接する計

画区域については、適

宜、整備を進めることと

し、下水道への接続の促

進に注力します。 

 

<中村・境地域、井ノ口地域> 

〇下水道整備と合併処理浄化

槽の設置推進 

・市街化区域内は、公共下水

道整備が完了することか

ら、今後は、市街化区域に

隣接する整備計画区域の整

備を引き続き推進します。 

〇公共下水道事業の推進 

・新たな市街地形成が予定さ

れる区域については、関連

事業と連携し、下水道計画

区域の見直しについても検

討します。 

実施中 

・令和２年度に下水道事業計

画を見直しました。 

継続 

・今後も状況に応じて検

討、変更に取り組みま

す。 

〇合併処理浄化槽の設置支援 

・公共下水道計画区域以外の

集落地区については、合併

処理浄化槽の設置等、地域

の実情に即した下水処理を

適宜支援します。 

<中村・境地域、井ノ口地域> 

〇下水道整備と合併処理浄化

槽の設置推進 

・整備計画区域外について

は、合併処理浄化槽の設置

を推進します。 

実施中 

・令和２年度下水道事業計画

を見直し、浄化槽処理促進

区域を指定しました。 

・合併処理浄化槽への転換の

促進に取り組んでいます。 

継続 

・今後も状況に応じて見直

しを検討します。 

継続 

・合併処理浄化槽への転換

を促進するための転換補

助金などの見直しに取り

組みます。 
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取組の方針 計画期間中の取組 改定の考え方 

〇雨水排水対策の推進 

・河川や道路側溝の整備、農

業排水路の整備などの各種

施策を連携させ、効果的な

雨水排水対策を進めます。 

実施中 

・河川や道路側溝の整備、農

業排水路の整備などに取り

組んでいます。 

見直し 

・災害リスクの高まりを見

据えて、ガイドラインや

対策案の作成について検

討します。 

〇ごみ処理施設の広域化 

・資源ごみのリサイクルを推

進するとともに、ごみ処理

について、周辺市町と協力

し、スケールメリットを活

かした広域化について検討

していきます。 

実施中 

・あしがら上地区ごみ処理広

域化推進事業により、足柄

上地域１市５町の広域でご

み処理の広域化に取り組み

ました。 

・あしがら上地区資源循環型

処理施設の整備に取り組ん

でいます。 

見直し 

・南足柄市清掃工場は38

年、東部清掃組合は37年

経過しており老朽化が進

んでいることから早期の

着手に取り組みます。 

〇斎場や墓地に対する検討 

・周辺自治体での火葬場利用

に対する助成を継続すると

ともに、広域的な連携のな

かで、斎場施設の利用につ

いて検討し、サービスの向

上を図ります。 

・墓地については、墓地需要

の動向等情報把握に努めま

す。 

実施中 

・秦野と小田原の斎場の使用

に対する助成を実施してい

ます。 

継続 

・斎場の使用に対する助成

を継続的に実施するな

ど、サービスの維持に取

り組みます。 
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取組の方針 計画期間中の取組 改定の考え方 

〇地域活動の場の充実 

・公民館、コミュニティセン

ターなど地域住民が集い、

交流する場の充実や自治会

活動、まちづくり活動に対

する支援を行い、地域のコ

ミュニティ意識を高めま

す。 

<中村・境地域> 

〇境コミュニティセンターの

地域活動拠点としての機能

充実 

・境コミュニティセンターに

ついては、地域拠点を補完

する地区拠点として、今後

も地域住民が集い、交流す

る場として活用できるよ

う、施設の維持、機能の充

実を図り、地域コミュニテ

ィの維持・向上に努めま

す。 

<井ノ口地域> 

〇井ノ口公民館の地域活動拠

点としての機能充実 

・井ノ口公民館は、井ノ口地

域の地域拠点として、今後

も地域住民が集い、交流す

る場として、施設の維持、

機能充実を図り、地域コミ

ュニティの維持・向上に努

めます。 

実施中 

・自治会運営助成金の交付の

ほか、地域の課題や社会問

題等の解決に取り組む組織

団体に対して、まちづくり

活動支援補助金を交付して

います。 

・境コミュニティセンター管

理事務として、町民のコミ

ュニティ活動及び生涯学習

活動を推進し、地域活性化

を図ることを目的に、中井

町公共施設長寿命化計画に

基づき施設の適切な維持管

理を実施しています。 

・井ノ口公民館施設・設備管

理事務事業として、町民一

人ひとりが生き生きと学

び、生きがいとゆとりを持

った豊かで充実した生活を

営むことのできる生涯学習

施設環境の適切な維持管理

を実施しています。（平成

30年にトイレ改修工事、令

和２年に空調機更新工事、

排煙設備・クレセント修繕

等を実施） 

継続 

・引き続き自治会運営助成

金やまちづくり活動支援

補助金の交付を通じて、

まちづくり活動を支援し

ます。 

・境コミュニティセンター

は、地域集会施設として

の利用や、地域外からの

利用も多く、生涯学習施

設としての需要が高いこ

とから、今後も利用者が

快適に利用できるよう、

中井町公共施設長寿命化

計画に基づき適正な維持

管理に努めていきます。 

・井ノ口公民館は、町民の

身近な生涯学習の場とし

ての役割を担っているこ

とから、中井町公共施設

長寿命化計画に基づき適

切な施設環境の維持管理

に努めていきます。 
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取組の方針 計画期間中の取組 改定の考え方 

〇情報基盤の整備 

・公共施設予約や電子申請な

ど総合型行政情報システム

の高度利用や地域情報化に

向けた新たな情報基盤を整

備します。 

実施中 

・神奈川県電子自治体共同運

営協議会への参加により施

設予約、電子申請システム

を運用しています。 

・SNSによる情報発信や、コ

ンビニ収納、コンビニ交付

など町民向けのサービスの

拡充を実施しています。 

継続 

・具体の取組内容について

は、DX推進計画の策定と

合わせ検討を進めます。 

〇少子・高齢化社会に対応し

た施設の拡充 

・高齢化の進展に対応し、保

健福祉センターの機能充実

等についても検討を進めま

す。 

実施中 

・H28年度、保健福祉センタ

ー内に健康づくりステーシ

ョン（H29年度未病センタ

ー承認）を開設し、健康の

維持増進のために活用して

いただけるよう、各種測定

器具の設置や、体力測定

会・健康相談などを実施し

ています。 

見直し 

・新型コロナウイルス感染

症の状況を見極めつつ、

感染予防に努めながら未

病センター・なかい健康

づくりステーション事業

を実施していきます。 

・新規利用者の増加も図る

ため、外部事業者による

プログラムなども企画し

ます。 

・保健福祉センターにこだ

わらず、高齢者の方もよ

り利用しやすいよう、町

内施設を活用して、出張

型の事業も実施します。 

＜中村・境地域＞ 

〇少子・高齢化社会に対応し

た施設の拡充 

・少子化や女性の社会参加に

対応し、保育所等での子育

て支援機能の拡充を進めま

す。 

・少子化や女性の社会参加に

対応して設置された子育て

支援センターについて、機

能の維持に努めます。 

実施中 

・平成26年になかいこども

園（幼保連携型）を開設

し、小学校入学前の子ど

も教育・保育を実施して

います。 

・子育て支援センターにフ

ァミリーサポートセンタ

ー機能を持たせ充実を図

りました。 

 

継続 

・引き続き事業を継続しま

す。 
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（５）景観づくりの方針 

取組の方針 計画期間中の取組 改定の考え方 

○中心拠点の景観形成（町役

場周辺） 

・町役場周辺は、本町の特徴

である緑を基調としなが

ら、中心拠点にふさわしい

活力と本町らしいゆとりが

感じられる景観の形成を目

指します。 

実施中 

・交通利便性の向上に向け

て、県道整備・開通に取

り組みました。 

・土地利用構想の検討を進

めましたが、財政事情等

により一時見合わせとな

っています。 

継続 

・土地利用構想の検討を再

開し、策定された構想の

もとで景観形成に取り組

みます。 

○既存市街地の景観形成（中

村、井ノ口の市街地） 

・中村、井ノ口の市街地にお

いては、道路の植栽、公園

の整備及び公共施設等人が

集う空間の緑化を図りま

す。 

実施中 

・公共施設等の植栽、樹木

の維持管理を行い、緑地

の適正な管理に努めてい

る。 

 

継続 

・引き続き、公共施設等の

植栽、樹木の維持管理に

取り組みます。 

○既存市街地の景観形成 

・市街地内を流れる中村川、

藤沢川においては、親水空

間の整備を進めます。 

未着手 

・具体的な取り組みは実施

していません。 

見直し 

・川の風景や遊歩道の整備

など、河川に親しむ環境

づくりに取り組みます。 

○既存市街地の景観形成 

・住宅の生垣化、花いっぱい

運動の推進及び工場敷地内

緑化の促進等、町民・地域

と協力しながら、潤いとや

すらぎのある市街地景観づ

くりを進めます。 

<中村・境地域、井ノ口地域> 

〇市街地や幹線道路沿道の景

観づくり 

・住宅地での生垣の設置、花

いっぱい運動の継続及び工

場敷地内緑化の推進によ

り、市街地での緑に包まれ

た景観づくりを進めます。 

実施中 

・工場立地法対象施設につい

ては、県条例に基づき緑地

率の指導をしています。 

・公園の清掃や草刈りの日常

的な管理と町内一斉清掃時

に道路、河川の清掃や草刈

りを自治会の協力を得て実

施しています。 

・花いっぱい促進運動とし

てベコニア、パンジー等

の植栽を中井町内17か所

10団体の協力を得て実施

しています。 

継続 

・工場敷地内においては、

引き続き、県条例に基づ

く指導を進めます。 

・引き続き、住民や企業等

の協力を得て、市街地に

おける緑の育成を進めま

す。 
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取組の方針 計画期間中の取組 改定の考え方 

○新市街地の景観形成（グリ

ーンテクなかい） 

・既存の工業団地である「グ

リーンテクなかい」につい

ては、現在の緑に包まれた

良好な景観を維持します。 

<井ノ口地域> 

○産業地における景観の確保

（グリーンテクなかい） 

・「グリーンテクなかい」に

ついては、緑と調和した景

観の維持を促進します。 

実施中 

・グリーンテクなかいにあ

る企業を中心に町内一斉

清掃等を行うなど、産業

環境の維持・保全に取り

組んでいます。 

・緑豊かな産業環境を保全

しつつ、企業誘致を促進

するため、事業用地ごと

の緑地率を緩和しまし

た。 

継続 

・引き続き、計画的な土地

利用と併せて産業施設の

立地を誘導し、町内での

新たな雇用機会の創出や

生活環境の向上に取り組

みます。 

・グリーンテクなかいの企

業等と連携した環境の保

全に取り組みます。 

〇新市街地の景観形成（南部

地区、諏訪地区） 

・南部地区及び諏訪地区の新

たな産業地の開発にあたっ

ては、開発区域内に緑地を

確保するとともに、開発区

域縁辺部の緑地の保全によ

り、周辺の緑と調和した景

観となるよう配慮します。 

<井ノ口地域> 

○産業地における景観の確保

（南部地区、諏訪地区） 

・新規産業地として開発を予

定する南部地区、諏訪地区

においても、周辺の緑に包

まれた景観との調和が図れ

るよう、緑地の配置を検討

します。 

実施中 

・南部地区は産業地ではな

くメガソーラーとなって

いますが、開発事業者が

事業地内に公園を設置

し、町が外周散策路を整

備するなど、周辺の緑地

や景観を生かした整備を

実施しました。 

・諏訪地区は、産業地とし

ての土地利用に向けて協

議中ですが、森林法に対

応した造成森林の設置な

ど、区域内緑化を進める

計画としています。 

継続 

・南部地区については当面

の間産業地の開発が予定

されませんが、緑の骨格

軸に含まれていることか

ら継続的に取り組みま

す。 

○新市街地の景観形成（上井

ノ口、下井ノ口地区） 

・上井ノ口、下井ノ口地区の

住居系市街地の開発にあた

っては、居住空間にふさわ

しいゆとりと落ち着きが感

じられる景観形成を目指し

ます。 

未着手 

・市街地開発が未着手であ

るため、具体的な取り組

みは実施していません。 

継続 

・住居系市街地の開発の際

には、居住空間にふさわ

しいゆとりと落ち着きが

感じられる景観形成を目

指します。 
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取組の方針 計画期間中の取組 改定の考え方 

〇幹線道路沿道における景観

形成 

・幹線道路沿道については、

沿道に立地する店舗や屋外

広告物の指導等により、適

切な景観形成の誘導を図り

ます。特に、東名高速道路

秦野中井インターチェンジ

周辺や県道71号（秦野二

宮）沿道については、本町

の主要な沿道景観を構成す

るエリアとなることから、

本町の特徴である「緑の見

える景観」を守る景観づく

りを進めます。 

<中村・境地域> 

○市街地や幹線道路沿道の景

観づくり（県道77号（平塚

松田）、県道709号（中井

羽根尾）沿道）） 

・県道77号（平塚松田）、県

道709号（中井羽根尾）沿

道については、沿道に立地

する店舗や屋外広告物の適

切な指導を図ります。 

<井ノ口地域> 

○市街地や幹線道路沿道の景

観づくり（県道71号（秦野

二宮）、県道77号（平塚松

田）沿道）） 

・県道71号（秦野二宮）、県

道77号（平塚松田）沿道に

ついては、沿道に立地する

店舗や屋外広告物の適切な

指導を図ります。 

実施中 

・屋外広告物は幹線道路沿

道か否かにかかわらず県

条例に基づき許可・指導

を実施しています。 

削除 

・幹線道路沿道だけでな

く、町全域にわたり、県

条例に基づき許可・指導

を実施します。 
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取組の方針 計画期間中の取組 改定の考え方 

〇田園・丘陵の保全と緑の回

復 

・丘陵地の緑や農地が広がる

風景は、本町の代表的な風

景であることから、町固有

の貴重な景観資源として保

全します。 

未着手 

・具体的な取り組みは実施し

ていません。 

継続 

・引き続き、保全に取り組

みます。 

〇田園・丘陵の保全と緑の回

復（砂利採取場跡地） 

・砂利採取場跡地について

は、跡地利用に関する協議

会等での検討を通じ、良好

な緑の回復を図ります。 

実施中 

・砂利採取地対策協議会を設

置し、利用方策を検討しま

したが、現在は休止してい

ます。 

見直し 

・都市的な跡地利用はでき

ないことから、農地・山

林への復元を基本とした

跡地対策を検討します。 

・一部区域で農地復元事業

の施行を予定していま

す。 

〇集落景観の保全 

・農家住宅や屋敷林で構成さ

れる集落地の風景は、周囲

の自然景観と調和した落ち

着きのある景観を形づくっ

ていることから、これらの

集落景観を町固有の景観と

して将来にわたり守ってい

きます。 

<中村・境地域、井ノ口地域> 

〇自然景観の維持・継承 

・丘陵地の緑、広がりのある

農地及び点在する農家住宅

の集落で構成される里山風

景は、町の誇れる景観とな

っており、後世に残す景観

であることから、これらの

緑と集落が調和した自然景

観の維持・継承に努めま

す。 

未着手 

・具体的な取り組みは実施し

ていません。 

継続 

・条例や計画での規制では

なく、農家集落を維持し

ていけるソフト施策を進

めていきます。 

・農地については、耕作放

棄地の実態を明らかに

し、そのうえで可能なも

のについて検討していき

ます。 
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取組の方針 計画期間中の取組 改定の考え方 

〇地域資源の活用 

・五所八幡宮や厳島神社など

の社寺、道祖神などの歴

史・文化資源及び震生湖な

どの特色ある地域資源を取

り入れ、地域固有の景観形

成を目指します。 

<中村・境地域> 

○地域資源を活用した個性あ

る景観の維持 

・五所八幡宮等の社寺に所蔵

され、有形・無形の重要文

化財に指定されている文化

財や道祖神など、身近な歴

史・文化資源や震生湖周辺

などの自然資源を守ること

によって、個性ある景観の

維持に努めます。 

<井ノ口地域> 

○地域資源を活用した個性あ

る景観の維持 

・厳島神社や米倉寺等の社寺

に所蔵され、有形・無形の

重要文化財に指定されてい

る文化財や道祖神など身近

な歴史・文化資源等を守る

ことによって、個性ある景

観の維持に努めます。 

実施中 

・郷土の貴重な文化財を後世

に伝えるため、町指定文化

財を保存し公開すること

や、民俗芸能等の保存・継

承に取組む団体を支援する

ことにより、町民の郷土の

歴史や文化財に対する理解

を深めます。 

継続 

・今後も文化財保護委員会

において、町文化財の調

査や、町指定重要文化財

の審査等を行っていきま

す。 
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（６）安全・安心のまちづくりの形成方針 

取組の方針 計画期間中の取組 改定の考え方 

〇適正な土地利用の規制・誘

導 

・急傾斜地等災害発生の恐れ

が高い地区においては、建

築物の立地を制限すること

によって、被害発生の未然

防止に努めます。 

＜中村・境地域＞ 

〇急傾斜地崩壊対策の継続 

・地震、大雨等による地すべ

り災害を防止するため、急

傾斜地崩壊危険区域として

指定されている、田中地

区、比奈窪地区、中ノ窪地

区及び藤沢寺下地区への地

すべり防止対策を継続しま

す。 

・整備された地すべり防止施

設の点検などによって、施

設の適切な維持・管理を確

実に行います。さらに、災

害の恐れがある、急傾斜地

崩壊危険箇所等についても

対策を検討していきます。 

実施中 

・土石流、急傾斜地の崩壊

や浸水想定区域などの災

害リスクに関わるハザー

ドマップを作成し周知を

実施しました。 

 

継続 

・ハザードマップの活用に

よってそれぞれの土地が

本来持っている災害リス

クを周知することで、早

めの避難行動を可能とす

る施策に取り組みます。 

〇円滑な避難活動の確保 

・幹線道路において、十分な

幅員の確保や橋梁の改修を

進め、災害発生時の円滑な

避難活動の確保に努めま

す。 

実施中 

・道路法施行規則に則った道

路施設の定期点検を実施し

ています。 

継続 

・長寿命化計画に基づき、

適切な補修を実施しま

す。 
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取組の方針 計画期間中の取組 改定の考え方 

〇円滑な避難活動の確保 

・防災備蓄倉庫の設置、ユニ

バーサルデザインの考え方

に基づくわかりやすい避

難・誘導板の設置など、災

害発生時の避難・救援活動

がより円滑に機能するよう

整備を進めます。 

実施中 

・防災備蓄倉庫確保事業によ

り、防災備蓄倉庫の確保に

取り組んでいます。 

継続 

・引き続き防災備蓄倉庫の

確保に努めます。 

・円滑な避難行動を取るこ

とができるよう普及啓発

に努めていきます。 

＜中村・境地域＞ 

〇防災拠点における機能充実 

・中井中央公園、公共施設

（役場、境コミュニティセ

ンター、中村小学校、中井

中学校等）は、防災拠点と

して防災機能の維持・向上

に努めます。特に、中井中

央公園については、町内全

域の広域避難場所として指

定されていることから、備

蓄倉庫・防災機材の充実な

ど防災機能の向上に努めま

す。 

実施中 

・太陽光発電設備整備事業と

して、指定避難所である小

中学校にソーラーパネル、

蓄電池を整備し、停電時の

電力確保を行いました。 

・マンホールトイレ設置事業

として、井ノ口小学校に5

基整備しました。 

継続 

・引き続き、指定避難所の

トイレ確保事業に取り組

みます。 
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〇建築物の耐震化の促進 

・建築物の倒壊による被害を

減少させるため、建築物の

耐震診断の実施や耐震改修

に対する支援を行い、建築

物の耐震化を促進します。 

<中村・境地域> 

〇建築物の耐震化の促進 

・地震による建築物の倒壊被

害を減少させるため、耐震

診断の実施や耐震改修に対

する支援を継続し、建築物

の耐震化の促進に努めま

す。 

実施中 

・耐震診断、耐震改修にかか

る費用の一部を補助し、旧

耐震基準の建築物の耐震化

を促進しています。 

・耐震改修に合わせて行うリ

フォームに対しても上乗せ

補助を実施し、耐震改修を

促進しています。 

・危険ブロック塀等安全対

策補助事業では、危険ブ

ロック塀の除去、除去後

の安全な工作物を設置す

る工事に対し、補助金を

交付しています。 

継続 

・引き続き、建築物の耐震

化を促進するとともに、

必要な支援を実施しま

す。 

・危険ブロック塀等安全対

策補助事業については、

関係機関と連携し、危険

箇所の把握に努めるとと

もに、必要性についての

理解促進に取り組みま

す。 
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取組の方針 計画期間中の取組 改定の考え方 

〇生活道路の環境改善 

・緊急車両の円滑な移動を確

保するため、狭い生活道路

の拡幅など生活道路の改善

を進めます。 

<中村・境地域> 

〇市街地環境の改善 

・円滑な消防・救急活動を確

保するとともに、歩行者の

安全な通行や車両のすれ違

いが行えるよう、市街地の

道路環境の改善に努めま

す。 

実施中 

・道路後退用地整備事業とし

て、幅員４ｍ以下の道路に

接する敷地において、建築

行為等に伴う道路後退の用

地・物件補償・整備を実施

することで、市街地環境の

改善を図っています。 

継続 

・沿線住民の利便性の向上

や緊急車両の通行路確保

に向けて、従来の道路後

退用地整備事業に併せ、

狭あい道路整備計画によ

る整備を進めるほか、必

要に応じ、街路を地区施

設として定める地区計画

を検討します。 

〇誰もが活動しやすい環境の

形成 

・ユニバーサルデザインの考

え方に基づき、道路や公園

だけでなく公共施設をはじ

めとした人が集まる施設の

バリアフリー化を進めま

す。 

未着手 

 

継続 

・道路環境の改善は考慮し

つつ、原則的に機能維持

を図るための予防保全工

事に取り組みます。 

〇医療体制の確保 

・医療体制については、関係

機関と連携・協力し、かか

りつけ医の普及、在宅医療

の充実及び生活圏を重視し

た救急医療体制の検討など

の取り組みを継続します。 

実施中 

・関係機関と連携・協力し、

かかりつけ医の普及、在宅

医療の充実、近隣市町と連

携した救急医療体制の検討

などに取り組んでいます。 

継続 

・身近な地域で安心して医

療が受けられるよう、地

域・町内医療機関・広域

的な大規模病院との連携

を強化し、地域の医療体

制の充実を図ります。 

〇福祉施策の充実 

・高齢者の増加に対応し、保

健福祉センターの機能充実

及び移送サービス事業の支

援を進めます。 

実施中 

・高齢者の介護予防を図るた

め、保健福祉センターにお

いて、各種事業を実施しま

した。 

・センターまで移動が困難な

方については、移送サービ

スによる支援を行い、事業

への参加促進を図りまし

た。 

継続 

・引き続き各種介護予防事

業の実施、充実を図り高

齢者が住み慣れた地域で

できる限り自立した生活

を送るための支援を行い

ます。 
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取組の方針 計画期間中の取組 改定の考え方 

〇福祉施策の充実 

・高齢化の進展に対応し、保

健福祉センターの機能充実

等についても検討を進めま

す。 

実施中 

・平成28年度、保健福祉セン

ター内に健康づくりステー

ション（H29年度未病セン

ター承認）を開設し、健康

の維持増進のために活用し

ていただけるよう、各種測

定器具の設置や、体力測定

会・健康相談などを実施し

ています。 

継続 

・新型コロナウイルス感染

症の状況を見極めつつ、

感染予防に努めながら未

病センター・なかい健康

づくりステーション事業

を実施していきます。 

・新規利用者の増加も図る

ため、外部事業者による

プログラムなどを検討し

ます。 

・保健福祉センターにこだ

わらず、高齢者の方もよ

り利用しやすいよう、町

内施設を活用して、出張

型の事業も実施します。 

〇地域住民と一体となった取

り組みの推進 

・少子化や女性の社会参加の

増加に対応し、保育所・児

童館などの子育て支援施設

の機能拡充及び育児支援と

しての医療費助成などソフ

ト施策の継続も図ります。 

実施中 

・平成26年になかいこども園

（幼保連携型）を開設し、

小学校入学前の子ども教

育・保育を実施していま

す。 

・小児医療費助成、ひとり親

家庭等医療費助成も継続し

て実施しています。 

継続 

・引き続き事業を継続しま

す。 

〇地域住民と一体となった取

り組みの推進 

・災害発生時において、地域

での適切な対応が図れるよ

う、自主防災組織の活動を

支援していきます。 

実施中 

・自主防災組織に対して防災

資機材購入時補助を行って

いるほか、出前講座等を実

施し防災意識啓発をするこ

とで支援しています。 

継続 

・引き続き支援を実施しま

す。 
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取組の方針 計画期間中の取組 改定の考え方 

〇地域住民と一体となった取

り組みの推進 

・災害発生時に落ち着いて行

動できるよう、ハザードマ

ップの作成と公開等によ

り、町民の防災意識を啓蒙

し、町民と行政が一体とな

った防災・災害対策に努め

ます。 

実施中 

・洪水・土砂災害ハザードマ

ップを更新、公表しまし

た。 

継続 

・引き続き、町民の防災意

識の啓蒙に取り組みま

す。 

〇犯罪の起きにくい地域づく

り 

・自治会活動やお祭りなど地

域の歴史・文化を支える活

動を支援するとともに、新

たな町民の流入等によって

希薄になりがちな地域のコ

ミュニティ意識を高め、犯

罪の起きにくい地域づくり

を進めます。 

実施中 

・自治会運営助成金の交付の

ほか、地域の課題や社会問

題等の解決に取り組む組織

団体に対して、まちづくり

活動支援補助金を交付して

います。 

継続 

・引き続き支援を実施しま

す。 
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（７）環境と共生するまちづくりの形成方針 

取組の方針 計画期間中の取組 改定の考え方 

〇集約的な都市構造の実現 

・適正かつ計画的に市街地を

整備・誘導することによっ

て、無秩序な市街地の拡散

と人が集まる施設の市街化

調整区域への立地等を抑制

し、環境負荷の少ない集約

的な都市構造の実現を目指

します。 

実施中 

・現状では無秩序に市街化区

域が広がって空洞化してい

るという状況ではないと認

識しています。 

継続 

・今後、コンパクトプラス

ネットワークの考え方を

本町の都市づくりに、ど

う取り入れていくか検討

していきます。 

〇自然・地形条件を活かした

開発の誘導 

・新たな市街地の開発等にあ

たっては、現存する緑の保

全や地形の改変を最小限に

留めるなど、現在の自然・

地形条件を活かした開発を

誘導します。 

実施中 

・開発等の相談対応時には、

開発指導要綱、森林法、土

砂条例等、各種規制に沿っ

た開発となるよう指導、調

整に努めています。 

継続 

・引き続き、法令等に基づ

く開発指導、調整に努め

ていきます。 

〇産業活動にともなう公害の

抑制 

・新たな企業等の立地・誘導

については、出来る限り環

境負荷の少ない業種を誘導

するとともに、新規立地に

関しては、「環境安全協

定」の締結を促進します。 

実施中 

・企業誘致に際し、環境負荷

が少ない業種の立地に努め

ています。 

継続 

・引き続き、出来る限り環

境負荷の少ない業種の立

地誘導に取り組みます。 

〇産業活動にともなう公害の

抑制 

・工場からの排水、大気汚染

物質及び騒音等に対する監

視体制を強め、適切な改

善・指導に努めます。 

実施中 

・工場排水調査事業として、

下水道未接続の事業場のう

ち鉱油類、プラント、コー

ティング業、食品業等を対

象に排水検査を実施してい

ます。 

継続 

・神奈川県と連携し調査頻

度の向上などを検討して

いきます。 
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取組の方針 計画期間中の取組 改定の考え方 

〇環境保全型農業への移行促

進 

・食への安全・安心に関する

意識が高まるなか、耕種農

家と畜産農家の連携による

有機農業の展開等環境保全

型農業への移行を促進しま

す。 

実施中 

・有機農業に対する補助金を

交付しています。 

削除 

・環境保全型農業でなく、

地域の特色を活かした農

業を促進することとしま

す。 

〇公共交通の利用拡大 

・自家用車から公共交通機関

へのシフトを誘導し、自動

車利用による二酸化炭素の

排出量の抑制を図るため、

公共交通機関の利便性の向

上を図ります。 

実施中 

・生活交通維持対策事業とし

て、地域公共交通会議にお

いて、地域住民の生活に必

要な旅客輸送の確保その他

旅客の利便の増進に必要と

なる事項の協議等を実施し

ました。 

・生活交通維持対策負担金と

して、境震生湖線朝夕１便

ずつのバス路線維持を行っ

ています。 

・交通事業者との意見交換等

を行い、生活交通の維持及

び向上に努めています。 

・オンデマンドバスを運行し

ています。 

・運転免許自主返納支援事業

を実施しています。 

・エコドライブ啓発活動事業

を実施しています。 

継続 

・地域公共交通の利便性の

向上を図ることにより、

自動車利用を抑制し、二

酸化炭素の排出量の抑制

に努めます。 

〇ごみの減量化、再資源化へ

の取り組み 

・ごみの減量化、分別収集の

徹底及び「生ごみの堆肥

化」や「剪定枝のチップ

化」等による再資源化への

取り組みを進めます。 

実施中 

・剪定枝の資源化に取り組ん

でいます。 

継続 

・ごみの減量化は大きな課

題と捉え、より一層の取

り組みを推進します。 

 

 


